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　　　　　和平交渉の仲介と非国家行為主体
一シエラレオネ紛争におけるインターナショナル・アラート（IA）の活動一

方　内　洋　平

はじめに

和平交渉における非国家行為主体の仲介一情報の問題一

シエラレオネ和平交渉におけるIAの仲介

おわりに

1　はじめに

　冷戦後に多発する国内紛争の解決は，国際社会にとって共通の関心事となっ

㍍国家だけでなく，個人やNGO（非政府組織）などの非国家行為主体も，

国内紛争終結のための和平交渉の仲介役を務める一ようになった。大国や周辺諸

国に比べて，非国家行為主体は紛争当事国の歴史的・政治的・経済的・文化的

な利害関係から比較的自由である。そのため，大国や周辺諸国に比べ，非国家

行為主体はどの当事者からも信頼を得られる可能性を持っている。一非政府組織

が大国や周辺諸国に比べて仲介者として有利な点はまさしくここにある。つま

り，大国や周辺諸国がアクセスしにくい紛争当事者にアクセスすることが可能

であり，そのような当事者の情報を国際社会や別の紛争当事者に伝達できる可

能性を非国家行為主体は有しているのである。紛争当事者の能力や意図に関す

る情報を正確に理解することは，国際社会が和平交渉の仲介を効果的に進める

ために重要である。なぜなら，紛争当．事者が和平に合意できない原因のひとつ

は，敵対する集団双方ともに相手の能力や意図に関する情報を共有できないこ

とにあるからである。しかしながら，人的・物的な資源に乏しく国際的な正統

性や強制力を持たない非国家行為主体が，収集した情報を和平交渉の結果に反

映させようとする際には，さまざまな困難が付きまと㌔

　本稿の目的は，和平交渉が破綻してしまう原因を「情報の問題」に求める視



22 一橋研究第31巻1号

点から，和平交渉の仲介活動における非国家行為主体の役割を定義し，その可

能性と限界について考察することである。次節（2節）では，和平交渉におけ

る「情報の問題」を説明することで，非国家行為主体がこの問題を解決する際

に仲介者として重要な役割を果たしうる可能性があると同時に，この問題を拡

大させてしまう可能性もあることを論理的に説明する。3節では，シエラレオ

ネ紛争を事例に，和平交渉過程に参加した非国家行為主体である国際NGO

「インターナショナル・アラート（Int．m．don．1A1．ft）」（以下，IAと表記する）

の活動を検討し，2節で展開した論理を例証す乱

　以上のような考察を通じて，本稿は，これまで重視されっっもあいまいにし

か議論されてこなかった，非国家行為主体が和平交渉の仲介者として活動する

意義について，「情報の問題」という視点を提供する。また同時に，非国家行

為主体の仲介活動によって和平交渉が失敗してしまう危険性があることを指摘

することで，国際社会における仲介者間の情報の共有や連携がますます重要に

なることをあらためて指摘したい。

2　和平交渉における非国家行為主体の仲介一情報の問題一

　本節では，和平交渉における非国家行為主体の伸介活動の意義と限界につい

て，r情報の問題」という視点から論じる。

　近年，合理主義の立場から，戦争の原因を「情報の問題」に求める議論が提

起されており，これを国内紛争に適用する研究も少なくない。ここで，既存の

説明を参照しながら「情報の問題」を整理しておこう。紛争研究では，紛争当

事者双方にとって武力紛争以上に好ましい取引（和平合意）がありうるにもか

かわらず，なぜ当事者問で合意が達成されないのかというひとっのパズルが提

起され，議論されてきた。このパズルに対して，フィアロンqam．s　D．

F蹴・n）は，合理主義の立場から，「情報の問題」と「コミットメント間題」

という回答を用意したuコ。「情報の問題」とは，和平合意できない原因を，紛争

当事者双方が相手の能力や意図に関する正確な情報を持てないことに求める考

え方である。どういうことか。もし一方の紛争当事者が相手の相対的な弱さを

正確に理解していた場合，その当事者は話し合いによる解決を相手に提案して，

相手の譲歩を強制できると一見考えられる。その方が，わざわざコストをかけ
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て武力で譲歩を勝ち取るよりも，同じ結果を安上がりに得られるからであ孔

しかし，提案の受け手が提案者の能力を正確に知らない場合，提案者が自分を

強者と見せかけることで実際以上の利益を得ようとしている可能性を排除でき

ず，受け手は提案者を＜見せかけの強者＞と認識してしまう（実際に強者かど

うかはこの際問題ではなくなる）。そのような場合，提案の受け手が譲歩する

程度は，提案者が期待するよりも小さくなるだろう。＜見せかけの強者＞に必

要以上の譲歩をしてしまっては，損であると受け手が考えるからである。この

場合，本来得られるはずの合意が得られないことになる。逆に，もし提案の受

け手が提案者の相対的な強さを正確に理解していた場合は，わざわざ武力に訴

えずに和平の提案に従うだろう。武力に訴えても敗北することは明白だからで

あるω。つまり，和平合意が成立するかどうかは，互いが持っ勢力分布の情報

に依存しているのである。しかしながら，このような情報が事前に両者にとっ

て自明であることは1コミュニケーション不足ゆえに，ほとんどないだろう。

さらに，紛争状態にある当事者には，互いに有利な方向に状況を持ち込もうと

自分の情報（私的情報）を操作する誘引が働くため一つまり自分を強く見せよ

うとする誘引が働くため一，ますます正確な情報が双方に行き届きにくくなっ

てしまうのである。こうして，結局，得られるはずの合意を得ることはできず，

紛争を話し合いで解決することは困難になってしまうのである冊。

　さて，以上のような「情報の問題」を解消するにはどうすればよいだろうか。

紛争当事者の私的情報を相手に正確に伝達することで，この問題を緩和できる

だろう。そうすることで，勢力分布の情報が互いに共有され，勢力分布に基づ

いた利益の分配が可能となる。紛争当事者双方が私的情報を共有するにはいく

つかの手段が考えられるが，そのひとつに第三者による伸介という手段があげ

られる。紛争当事者間の橋渡し的な役である仲介者は，和平合意を達成させる

ために，私的情報に関する助言を双方に与えようとする。先に述べたように，

紛争当事者は双方とも私的情報を操作する誘引を持っているので，互いに何ら

かの手段で情報を伝達しあってもその情報には信頼性がない。しかし，第三者

が紛争当事者双方の私的情報を収集・分析し，その結果を当事者双方に伝達す

ることによって，その情報に信頼性が生まれうる。

　そうとはいえ，仲介者のもたらす情報が，紛争当事者にただちに信頼される

とは限らない。この点に関して，キッド（And・・w　Kvdd）による仲介者の中立
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性と信頼性に関する研究は参考になる。キッドは，仲介者が中立的であるべき

だという既存の議論に異を唱えた。彼によれば，中立の伸介者は紛争解決とい

う目的を達成するために偽の情報を紛争当事者に提示することも辞さないので

あって，そのような仲介者の助言は紛争当事者から信用されない。つまり，仲

介者が中立であるからといって，紛争当事者の信頼を得ることはできないので

ある。それに比べて，どちらか一方の当事者に肩入れしている仲介者の助言は，

当然のことながら，その当事者の信頼を得やすい。たとえば，1999年のコソ

ボ空爆時にロシアがセルビアに伝えた「NATO空爆」の情報は，ロシアがセ

ルビア寄りの姿勢を見せていたがために信頼されたのであるω。なるほど，中

立な仲介者が信頼されるわけではないという指摘には同意できる。しかしなが

ら，そもそも紛争当事者に対してまったく申立的な仲介者など存在しない。た

とえ仲介者が中立的であろうとしても，紛争当事者から見たら，多かれ少なか

れ，当事者のどちらかに偏っていると見られる傾向は常にあるだろう。仲介者

が紛争当事者に。対して中立でいることは難しいのである。そのような前提に立

てば，国際社会は，中立的な仲介者を立てようとするよりも，集団A寄りの

伸介者a，集団B寄りの伸介者b，…といった具合に，それぞれの紛争当事者

の信頼を得やすい仲介者を複数用意して，その仲介者間でそれぞれの紛争当事

者の能力や意図に関する情報を共有することが好ましい。そのようにして得ら

れた情報は，紛争当事者自身が互いに情報をやり取りするよりも，また中立的

な仲介者によって提示された情報よりも，当事者双方から信頼を得やすい。

　しかし，ここで，伸介者と紛争当事者との利害関係の問題が発生する。実際

に伸介者となりうる主体は，紛争当事国に利害関係や影響力を持っ大国や周辺

国などの主体と，それに比べて利害関係の薄いNGOや個人など非国家行為主

体に分けることができるだろう旧コ。大国や周辺国はさらに，その国内の民族構

成や移民の政治的影響力によって，紛争当事国政府と利益を共有する主体と，

反政府組織と利益を共有する主体に分けられる。非国家行為主体は，紛争当事

国とg歴史的・政治的・経済的・文化的な関係が希薄である。ため，政府の利益

からも反政府組織の利益からも比較的自由に行動できる主体である。さて，こ

のような主体間の性格の相違は，その主体の仲介機能に影響する。紛争当事国

政府と利益を共有する大国や周辺国は，その政府からは信頼を得やすいが，反

政府組織からは信頼されにくいだろう。逆に，反政府組織と利益を共有する大
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国や周辺国は，その反政府組織から信頼されやすいが，政府からは信頼されに

くいだろう。つまり，この種の仲介者には，仲介する前から，接近しうる紛争

当事者に制限があるのであ乱その結果，肩入れする紛争当事者を仲介者が全

く自由に選択できる余地はほとんどない。

　これに対して，紛争当事国との利害関係がほとんどない非国家行為主体は，

仲介する際に，接近する紛争当事者を比較的自由に選択することができる。そ

のような仲介者は政府からも信頼されうるし，反政府組織からも信頼される可

能性を秘めている。もっとも，すでに述べたように，仲介者が中立的であるこ

とは，紛争当事者にかえって信頼されなくなってしまう恐れがあるため，でき

ない。よって，どちらの紛争当事者にも肩入れしないことは，かえって仲介者

として機能しない場合がある。しかし，肩入れする紛争当事者を選択する自由

があることは，その仲介者の効果を高める。非国家行為主体が，情報のあまり

知られていない方の紛争当事者を選択すれば，その情報を収集・分析し，積極

的に仲介者コミュニティーやもう一方の紛争当事者に伝達することで，和平交

渉の仲介を効果的に進めることができるのである。紛争当事者の聞で互いの能

力や意図に関する情報が欠如していることが，和平合意を阻害しているからで

ある。紛争当事国に強い利害関係を持っ大国や周辺国などの仲介者には，この

ような意味での選択的な仲介活動はできない。ここに，非国家行為主体が仲介

活動をする際の比較優位が存在するのである。

　しかしながら，非国家行為主体が，すでに情報過多な方の紛争当事者を選択

して情報収集しても，当然のことながらその情報が仲介活動に活かされる余地

はあまりない。せいぜい補足的な情報をいくつか追加する程度であろう。また，

仮に非国家行為主体が，情報の欠如している当事者を選択して情報を収集でき

ても，なぜ別の選択の可能性があるにもかかわらずその選択をしたのかにっい

て十分な説明責任を果たさなければ，もう一方の当事者から情報操作の加担者

とみなされる。つまり，一方の紛争当事者が自分を強く見せる一（つまり私的情

報を偽る）ために非国家行為主体を利用しているのではないかという不信感を，

他方の紛争当事者が払拭できないのである。このことは，「情報の問題」を拡

大させてしまうだろ㌔ここに，非国家行為主体が伸介活動をするときの限界

が存在するのである。したがって，情報操作に加担しているわけではないこと

を，非国家行為主体はもう一方の当事者に説得する必要があるだろう。
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3　シエラレオネ和平交渉におけるlAの仲介

　本節では，シエラレオネ紛争におけるインターナショナル・アラート

（Int．m．don訓刈e竹：凪）の仲介活動を検討することで，2節で展開した論理を

例証する。ロンドンに本部を持つIAは，イギリスの慈善法に登録され，国連

経済社会理事会（E．onomi。。nd　So．i．1Coun。丑。f　th．U㎡t．d　N．don。：ECOSOC）

における特別協議的地位（Sp・・i丑1Con・uユt・｛v・St伽・）を持っ国際的なNGOで

ある。IAは，スリランカにおける人権擁護活動などが契機となり1985年に設

立された。2006年1月現在では，西アフリカ，アフリカ大湖地域，コーカサ

ス地域，ラテンアメリカ，アジア各国など地理的に幅広く活動している。設立

当初は人権状況のモニタリングや政治家や国際組織へのロビー活動が中心であっ

たが，1990年代半ば頃からいくつかの紛争地域に現地事務所を設立して，現

場での活動を重視するようになる。具体的には，紛争解決トレーニングと呼ば

れるワークショップを開催して，一般民衆や地方有力者などに対して人権や人

道法を学習する機会を提供する活動。和平プロセスにおいて弱者の人権が交渉

や協定の内容に盛り込まれるよう交渉当事者や国際社会に働きかける活動。さ

らには，現地NGOへの支援や先進国や国際組織への政策提言などの活動をお

こなっている㈲。このような活動をおこなう国際NGOは，紛争解決NGOや

予防外交NGOなどと呼ばれ，IAの他には，サーチ・フォー・コモングラウ

ンド（Sea正。h5orCo蛆monGf0und）や力一夕ーセンター（CaftcfCente正）など

がよく知られているm。

　さて，シエラレオネ紛争は，1991年3月に，革命統一戦線（R．v．1uせ。mη

U㎡ted　Ff㎝t．f　Sier蝸Loon。：以下，RUFと表記する）が隣国リベリア辛ら国

境を越えてシエラレオネ南東部へ侵攻したことで始まった。RUFはリベリア

で軍事訓練を受けたシエラレオネ人活動家たちを中心に組織された武装勢力で，

元国軍仕官のフォディー・サンコー（Fod．y　S．yb．m　S．nkoh）が中心的な指導

者であった。RUFは政府軍の兵力増強によって一時劣勢に立たされるも，リ

ベリアの反政府組織などの支援を受けながら優勢に転じ，ユ995年1月には首

都フリータウン（Ff・eTown）郊外に追った。1995年に入ると，政府軍によっ

て軍事訓練，情報収集，治安維持などを委託された南アフリカの民間軍事会社

エグゼクティブ・アウトカムズ（E。。cudv．Out．om。。：EO）も戦闘に加わり，
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戦火は拡大し，消耗戦に突入した。

　。1994年末と1995年はじめに，RUFは外国人を入質にとるなどの行動に出た

た一め，国際社会から厳しい非難を受けていた。また，RUFがシエラレオネ各

地に武力侵攻する過程では，戦闘員か民間人かを問わず，シエラレオネ人に対

する拷問や殺害な．どの残虐行為をおこなっていることが次第に明らかになって

いた。そのため，RUpの行動はシエラレオネ国内からだけでなく，国連や西

欧諸国などからの支持も得られなかった岨コ。さらに，国連や西欧諸国は，1996

年2月に実施することがすでに決まっていた民政移管選挙に強い関心を持って

おり，選挙前にRUFと政府の和平合意をとりつけるという選択肢をほとんど

考慮していなかった倒。

　このような中，IAは，1994年終わりから1996年終わりまでシエラレオネ

紛争に関与することになる。ユAは，RUFが国際社会やシエラレオネ政府と接

触できないことが，交渉による紛争解決を困難にしていると考えていた。当時

のIA事務局長であるルペシンゲ（Kum趾R．p．singh。）は，1996年時点で，

「R－UFが主導する反政府軍は政府の腐敗と不正義を除去するという確固とした

目的を持っている」と高く評価しているm］。政府とRUPとのコミュニケーショ

ン不足のため，武力紛争よりも好ましいはずの交渉による合意という選択肢が

ありうるにもかかわらずこれを実現できないでいると，IAは認識していたの

である。このような認識の下，IAは，ハイレベル交渉の仲介役をその活動の

中心に置くことになる。すなわち，IAは活動目標として，第1に，RUFと国

際社会との対話促進，第2に，RUFとシエラレオネ政府とのコンタクト作り

を掲げた㌧一方，同じ頃，国内で消耗戦が続き当事者双方とも疲弊する中，

RUFの指導者の一部は，交渉による利益獲得を目指して国際社会へ接近しよ

うとしていた。そのため，RUFは国際社会へ接近する足がかりとなる仲介役

の必要性を認識しており，国際NGOであるIAと接触し始めたのであ乱

　王Aの伸介活動は，ユ995年を通しでおこなわれた予備交渉期と1996年2月

から11月までの和平交渉期の2つの時期に大きく分けることができる。予備

交渉期において，IAは国際会議やワークショップを開催することで，RUFと

国際社会やシエラレオネ政府との接触を促した。1995年2月，RUFメンバー

とシエラレオネ政府高官の対話を目的に，IAはセネガルの首都ダカール

（D・k趾）にお．いてワークショップを一開催した。IAによれば，ここでは仲介者
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のひとつとなるコモンウェルス事務局（Commonw。』th　S。。r．t趾i．t）にRUFを

初めて接触させることに成功したという。固。また，IAによれば，OAU

（O．g。㎡z。せ。n　of　Afh。㎜U的：アフリカ統一機構；現在のAU：アフリーカ連合）

や国連にRUFを接触させることにも成功したという㈲。さらに，1995年後半

には，RUFの代表団がコートジボアールのアビジャン（Abidi．n）を訪問する

際に，IAは宿泊費などを援助し，またコートジボアール高官との会議に際し

てRUFに助言をおこなった打切。このように，IAは，シエラレオネ政府やその

他の仲介者にRUFを接触させるべく努力したのである。シエラレオネ政府が

1995年1月にRUFに対して和平提案をおこなっていたこと，国連特使が同年

2月に，コモンウェルスとOAUの代表団が同年3月にシエラレオネ入りして

いたことを考えると，これらのアクターがRUFの要求を正確に知るために，

このIAの努力は重要であったといえるだろう。

　このような予備交渉期を経て，最初の公式の和平交渉は1996年2月25日か

ら3月3日まで，コートジボアールのアビジャンでおこなわれた。このシエラ

レオネ政府とRUFの和平交渉では，コートジボアール外相アマラ・エシー

（Am・峨E。。y）が議長を務め，国連，OAU，コモンウェルス，IAが協力した。

この交渉では，2つの部分からなる共同宣言が出された。第1に，国連などが

ファジリデーターとなって政府の支配地域とRUF支配地域の双方に人道援助

を実施すること。第2に，シェラレオネ政府のビオ（J出u・M舳d・Bio）大統

領（当時）とRUFの指導者サンコーとの早期会合を実現することであった蝸。

この和平交渉では，和平合意と選挙実施の順序をめぐって，IAを含む各アク

ター間で対立があった。RUFは，選挙が先行すればその後の政権から排除さ

れるという認識を持っており，和平合意を優先させて選挙を延期すべきと考え

ていた。これに対して，シエラレオネ政府，国連，欧米諸国は，予定通りの選

挙実施を主張した。IAはどちらの立場もとらないことを公言していたが，IA

のスタッフなどへのインタビューを試みたマクラェ（Joam乱M盆。rae）とアトキ

ンソン（P㎜ip．At日n．on）によれば，IAは和平合意を優先して選挙を延期す

べきというRUF寄りの見解を持っていたという。実際，選挙が先に実施され

れば，非合法組織であるRUpは選挙に参加できず，その後の政権作りから排

除される可能性があることは十分予測できることであった。選挙を延期すべき

というRUFの主張は，彼らにとってみれば合理的なことだったのであ乱し
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かし，シエラレオネ政府や仲介者は，RUFの要求を十分検討することなく，

選挙の早期実施を支持したのである。さらに，RUFの要求を理解していたIA

も，選挙の延期を主張しなかったu田。

　1996年2月26日，予定通り選挙は実施され，3月ユ5日の決選投票でカバー

（Ahm．d　T．j．n　K．bb．h）が選出された。これを受けて，ユ996年3月25・26日

にコートジボアールの首都ヤムスクロ（Y．m．u。。。uho）で，和平交渉が再開さ

れた。ここでは，．ビオ大統領とサンコーの初会合が実現した。同じヤムスクロ

で開催された4月22・23日の和平交渉では，大統領に就任したばかりのカバー

とサンコーの対話が実現した。これらの交渉での争点は，選挙に参加していな

いRUFを政権の枠組みに参加させるかどうかという点であったが，シエラレ

オネ政府は憲法上の問題を理由にRUFの政権参加を認めなかった一冊。この和平

交渉後，和平合意に対するサンコーの認識をめぐってIAとシエラレオネ政府

とのあいだで意見の相違がみられた。これは，和平交渉終了後にサンコーがコー

トジボアール国内に滞在したままRUF支配地域に帰還しようとしないことを，

どのように解釈するかという問題であった。和平合意が達成されるには，RUF

の代表として交渉にあたったサンコーが支配地域に戻って，RUFの最高意思

決定機関である評議会の承認を得る必要があった。サンコーと連絡を取り合っ

ていたIAは，サンコーは和平合意の意思を持っているが安全上の理由から支

配地域に帰還できないとみていた。そこで，IAは国連事務総長やコモンウェ

ルス事務局に書簡を送り，サンコーの安全な帰還を保障するよう要求したので

ある。しかし，サンコーの意思をはかる手段を持たないシエラレオネ政府は，

このようなIAの助言があったにもかかわらず，サンコーが支配地域に帰還し

ないのは和平合意の意思を持っていないからだと考えた。政府がサンコーに大

臣職ではない行政ポストを用意する姿勢を見せたときに，サンゴ」から返答が

なかったことも，シエラレオネ政府の．サンコーに対する不信感に拍車をかけた。

そのため，政府はRUF支配地域への軍事力行使という圧力を使って，サンコー

の帰還を促し，和平協定に署名する約束を取り付けた。こうして，1996年1ユ

月30日にアビジャンにおいて和平協定が締結されるに至ったのである冊コ。

　和平合意から約1ヵ月後の1997年ユ月，国連の平和維持局（Unit・d　N邊don・

D・p・・tm・nt　of　P・…k・・ping　Op…丘。n・）が武装解除に関してサンコーと協議す

る目的でアビジャンに入った。サンコーは，すでに提案されていた平和維持軍
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の規模と武装解除の要求をRUFに対する脅威と認識し，国連平和維持局との

会合を拒否した。これを受けて，IAと国連事務総長とのあいだで会合が持た

れて，平和維持部隊の展開に関して，凪が国連とRUpの仲介役になることが

合意された。ところが，ユ997年3月，サンコーがナイジェリア軍の手よって

捕らえられてしまう。さらに，5月にはシエラレオネでクーデタが発生し，民

主選挙によって選出されたカバー大統領は亡命，再び軍事政権が誕生した。交

渉当事者双方が排除されたことで，和平合意は崩壊しれこれ以後，シエラレ

オネ政府はナイジェリア軍との対決姿勢を強めていき，再び紛争へと突入」した

のである。

　このように，シエラレオネにおける和平合意破綻の直接的な原因は，ナイジェ

リア軍によるサンコー逮捕とクーデタによる民主政権の崩壊という，突発的な

事件にあった。しかしながら，それらの突破的な事件がなかったとしても，

1996年1ユ月の和平合意が遵守されたかどうかはかなり疑わしい。この和平合

意では，RUFの政権枠組みへの参加問題，さらに，政府側民兵やRUFの武装

解除という軍事的な問題が解消されないままであった。そのため，これらの問

題が合意後に政治間題化することは避けられなかったであろう。実際RUF

の武装解除をめぐっては，サンコー逮捕前に国連とのあいだですでに亀裂を生

んでいたのである。

　このような和平合意上の問題は，予備交渉や和平交渉の段階で，シエラレオ

ネ政府がRUFの能力や意図を正確に理解できなかったことに・起因しているだ

ろう。シエラレオネ政府はRUFの能力を過小評価し，政権参加について十分

な検討をせず，選挙実施を急いだ。また，シエラレオネ政府は，サンコーが合

意する意思を持っているのか否か理解できなかったため，和平交渉中にもかか

わらず軍事力行使に踏み切った。このような政府の行動はRUFの不信感を生

み，その後，RUFは態度を硬化させていったのである。2節で検討したように，

紛争当事者双方に相手の能力や意図といった情報が正確に行き届かないせいで

和平合意が達成できないことは，紛争状態では十分起こりうる。

　そのような場合に重要になるのが，第三者による仲介活動である。仲介者は，

双方の能力や意図を客観的に分析して妥協点を探し出し，その結果を互いに伝

達することで，この情報の問題を緩和するのに役立つ。その点で，IAの仲介

活動は，国内外ともにその実態がほとんど知られていなかった反政府組織
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RUFと関係を取り結ぶことに成功したという点で評価できる。しかし，和平

交渉の前半では，IAがシエラレオネ政府に対して情報提供を怠ったため，政

府はIAが持っRUFの情報を共有できなかった。そのため，r情報の問題」を

解消することはできなかった。それだけでなく，シエラレオネ政府は“に対

して次第に不信感を抱きはじめていたため，和平合意の最終段階において，

「サンコーは合意する意思を持っている」という情報をIAが提起していたに

もかかわらず，それを信用できなかったのである血刮。

4　おわりに

　武力紛争よりも好ましい合意があるにもかかわらずその合意が達成されない

のは，紛争当事者双方が相手の能力や意図に関する正確な情報を持てないとい

う「情報の問題」に・ひとつの原因を求めることができる。本稿で分析したシエ

ラレオネ紛争は，この「情報の問題」の一例であった。すなわち，シエラレオ

ネ政府と反政府組織RUPとが能力と意図に関する互いの情報を正確に理解し

ていなかったことが，和平に合意できない一因であった。

　このような問題を解消するには，第三者による仲介が効果的な場合がある。

つまり，仲介者が当事者双方に情報を伝達することで，「情報の問題」が緩和

される場合がある。シエラレオネの場合も，周辺諸国や国連，NGOなどが和

平交渉の仲介律を担っ㍍しかし，中立的な仲介者はかえって紛争当事者の信

頼を得られないので，仲介者がもたらす情報が活かされないことがある。した

がって，仲介者は紛争当事者のどちらか一方に相対的に肩入れすることになる

が，国家や国際組織に比べると，NGOなど非国家行為主体は肩入れする当事

者の選択に自由裁量をもっている。実際，シエラレオネでは，国家や国際組織

など仲介者のほとんどはシエラレオネ政府の民政移管に関心を持っていたのに

対して，非国家行為主体であるIAはこの傾向に抗するかのごとく反政府組織

であるRUFの意図に関心を持った。

　非国家行為主体が持つこのような選択の自由裁量は，一方で，仲介者として

の効果を高める。なぜなら，非国家行為主体は，相対的に情報量の欠如してい

る紛争当事者を意図的に選択することが可能であり，他の仲介者やもう一方の

紛争当事者にその当事者に関する情報を伝達することで，「情報の問題」を緩
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和できるからである。この意味では，シエラレオネ紛争の予備交渉で，IAの

仲介活動は一定程度の成果を得たといえよう。しかし，このような選択の自由

裁量は，他方で，非国家行為主体の仲介者としての効果を低めることもある。

ある当事者を選択したのはもう一方の当事者を不利な立場に追いやるためでは。

ないことを説得できなければ，その当事者の不信感を生み，「情報の問題」を

拡大させてしまうのであ孔シエラレオネ紛争の本格的な和平交渉場面におい

てユAの情報がシエラレオネ政府に信用されなかったのはこのためであろう。

シエラレオネ政府は，RUFが能力を過大に演出して少しでも有利な条件を導

き出そうとしていると認識してしまう状況に置かれており，IAによるRUF寄

りの言動は政府の不信感を招いても仕方のないことであった。IAは，RUFへ

の接近に関して，和平交渉を効率よく進めるための手段に過ぎず，政府を不利

な立場に追い込む意図は持っていないことをシエラレオネ政府に対して説得す

べきだったのでないだろうか。もっとも，IAのような非国家行為主体の資源

は，人的にも物的にも限られている。そのような中で，各紛争当事者を説得す

る費用をまかなうのは容易ではない。したがって，すくなくともIAは，資源

をより多く持っ他の仲介者に，自らの行動原理・原則を政府に伝達してもらう

よう働きかける必要があったのではないだろうか。そのためには，伸介者同士

の連携が重要であることは言うまでもないだろう。

　ここまで，非国家行為主体の仲介者としての可能性と限界について考察して

きた。しかし，本稿での議論は，「情報の問題」によって和平合意ができない

場合についてのみ適用しうる。その他の要因で和平に合意できないケースでは，

非国家行為主体の役割は変わりうるし，まだほとんど役割がない場合もあるだ

ろう。では，「情報の問題」が和平を阻害する要因となっている国内紛争のケー

スはどの程度存在するのか。石田によれば，ソマリア・リベリア・シエラレオ

ネ・コンゴ民主共和国など，冷戦終結後のアフリカ諸国に多く見られるような，

国家利権をめぐる国内紛争は「情報の問題」に起因するという。この背景には，

先進国による途上国向けの対外援助のパターンの変化がある6すなわち，冷戦

終結後，援助供与国は対外援助の政治的コンディショナリティーを通じて途上

国の政治的多元化を奨励した。そのような援助は，途上国内における反政府組

織に対する政府の力の優位を崩した。その結果，紛争当事者の勢力分布に関す

る情報が不透明になり，これが「情報の問題」を引き起こしているのである苗皿。
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したがって，今後，先進国によるこのような援助政策が継続・拡大すれば，

「情報の問題」による国内紛争の数は増え，非国家行為主体の仲介者としての

需要も拡大するだろう。
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